　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文書番号　　　
平成２７年２月１日

大阪航空局長　殿

設置者　住所　東京都千代田区霞ヶ関２－１－３

　氏名   ○○○○株式会社　社長　東京太郎
高光度航空障害灯の設置について（照会）
　航空法施行規則第127条第1項第2号の規定により、次のとおり高光度航空障害灯を設置することについて、別添関係書類を添えて照会します。
記
１．航空障害物件
	物件
№
	物　　　件
	固有
№
	地上高
ｍ
	海抜高
(TP)ｍ
	所　　在　　地
	位　　置

	
	
	
	
	
	
	北緯／東経

	 １
	 ○○煙突
	
	  200.0  
	  210.0 
	　　東京都千代田区
　　霞ヶ関２－１－３
	  34  50  00
 130  10  20


２．航空障害灯 
	物件
№
	航空障害灯種類
（灯器型式）
	設置
灯数
	設 置 位 置
（地上高）ｍ
	灯　  器
製作所名
	備　　　　　考
（配光種類等）

	 １
	 　　FX-7s-200K
     FX-7s-200K
	  3 
  4
	    　200.0
      100.0
	　○○製作所
  ○○製作所
	   　　 　閃光
閃光


３．備　　　　考
	     設置予定期日
	平成２７年５月１日

	　　連絡先または回答送付先
　　役職名・住所・電話等
	東京都千代田区霞ヶ関２－１－３　○○㈱霞ヶ関支店
管理課長　TEL 03-1234-5678

	       その他記事
	　高光度航空障害灯の機能を維持できない場合は、昼間障害標識設置等の対策を実施します。
  高光度航空障害灯を設置することにより、グレア等の問題が生じた場合は、設置者の責任において影響調査を実施し、対処します。




４．添付資料
    （１）航空障害物件位置図
    （２）航空障害灯設置概略図
    （３）高光度航空障害灯のグレア検討書

